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はじめに 
 毎年の授業負担をこなすことで精一杯であり、ま

た、教育方法を専門的に考察するということもなか

ったため、私はこれまでの自らの教育実践を再検討

するという機会を持たなかった。しかし、本稿執筆

の依頼を頂いたことにより、自らの試行錯誤の意味

を振り返る好機を得ることとなった。特に、本年報

に掲載された杉原（2014）および時任（2014）を拝

読したことを通して、自らの問題意識を事後的に言

語化することが一定程度可能になったように思われ

る。当然、用語使用の適切性や、自らの実践例の意

味を余すことなく吟味、説明し切れているかについ

て甚だ心許ないところがあることは確かであるが、

恥を忍んで私なりに考えたことを報告させていただ

きたい。 
 私が毎年担当してきた教養科目「日本国憲法」に

は、少なくとも次のような 4 つの特徴ないし課題が

あるように思われる。 
 第一に、教職科目ということもあって、毎年大人

数が履修するという特徴がある。それ故に、履修者

は講義に主体的に参加しているという実感を持ちに

くく、一方的な知識の伝授になり易い性質の科目で

あることも相まって、履修態度は受動的なものとな

る傾向が強い。 
 第二に、社会科学の一領域であるため、必然的に

価値判断を迫られる場合が多い。様々な情報媒体を

通じて、法的・社会的問題に関する情報を自分なり

に蓄積してきている履修者の中には、多かれ少なか

れ先鋭的な「思い込み」に囚われている場合も少な

くない。問題の提示の仕方によっては、より深い理

解に至る前に、反発心から、学び考える姿勢を閉ざ

してしまうこともありうる。 
 第三に、学問の特性上、「押さえておくべき基本的

知識」が多い。法学には、歴史的沿革、条文、定義、

要件、効果等、まずは理解しなければならない「枠

組」があり、それが故に「とっつきにくさ」が付き

まとう。教員は、まずは導入部分で興味を失われな

いよう腐心することになる。 
 第四に、中学高校における公民教育に由来するも

のか、憲法学習を「無味乾燥な丸暗記」とみなす履

修者が多いように見受けられる。法学に限らず学問

は丸暗記ではないであろうし、丸暗記では長期的に

役立ち得る分析態度や観点を得ることは難しいので

はないかと思われる。 
 私は、上記のような相互に関連性を有する 4 つの

特徴ないし課題を念頭において、以下に紹介するよ

うな教育実践を行ってきた。具体的には、大人数の

講義における一定の能動性・双方向性の確保（1）、
履修者の価値観を揺るがし得るジレンマの提示（2）、
身近な資料を使用した「親しみやすさ」の演出（3）、
試験方法の工夫（4）である。以下、順番にその内

容と限界を紹介する。 
 
1．能動性・双方向性の確保 
 「日本国憲法」の講義は、教職科目に含まれてい

ることもあって、毎年履修者は多人数となる（履修

者の多くは結果として教職免許を取得しないはずだ

が、それにも関わらずなぜ履修者が多いのかは疑問

である）。従って、多人数に対する一方的な講義形式

となり、履修者の学習態度は、余程関心が強い者は

別としても、一般的には受動的にならざるを得ない

傾向が強いと思われる。そこで、少しでも履修生の

能動性・双方向性を確保することが「日本国憲法」

の課題と考えてきた。 
 「日本国憲法」を初めて担当した 2008 年度は、

Webclass の利用によって一定の能動性・双方向性を

確保しようと試みた。しかし、パスワードの取得・

管理をめぐる利用「以前」の問題について、履修者
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からの問い合わせが多くその処理が極めて煩雑であ

ったため、翌年から利用を取り止めた。そこで、徹

底して履修者にマイクを向けるという古典的な（あ

るいはアナログな？）方法を取ることにした。マイ

クを履修者に渡し事件に関する資料を読みあげても

らい、さらに次から次へと感想や意見を述べてもら

うという単純なやり方である。 
 特に感想や意見を述べてもらう場合、「唯一の正し

い答え」が無いことをあらかじめ強調しておくこと

で、自由に発言することができる雰囲気を作ってお

く必要がある。また、履修者と教員の非対称性を意

識し、履修者が萎縮しないよう教員の立場はなるべ

く開陳しないことにした。そして、出来るだけ大勢

に発言してもらい、どのような発言であってもそこ

に含まれる趣旨、特徴、論点、問題点等を個々の発

言後に整理し、別の見方や立場があることを示唆す

る。あるいは、発言者の立場を徹底した場合に、ど

のような問題が生じるかを説明する。そうすると、

別の見方や立場に基づく発言や、反論あるいは再反

論をしようとする発言が現れるようになっていく。 
 このようなやり方を通した効果として、1）いつ

マイクを向けられるか分からないという一定の緊張

感の醸成、2）履修者相互の協働作用、3）大勢の前

で発言する機会の提供が挙げられるように思われる。

特に、2）に関しては、同年代の履修者の中に自ら

とは異なる意見や立場の者がいることが、非常に刺

激になっているように見える。年齢も立場も異なる

教員が様々な意見を説明・紹介するよりも、その場

で同年代間の多様性を自ら確認できた方が効果は大

きいかもしれない。教員の役割は、自ずと調整者・

媒介者としての側面が強くなる。 
 このようなやり方には、無論、限界がある。全員

の意見を聞くことができないのは当然であるし、大

人数を相手に即興的に受け答えをしていくため、教

員の疲労度も高くなる。また、履修者の意見が拮抗

する問題であればよいが、圧倒的多数の意見が単一

のものに集約するような問題の場合、それとは異な

る少数派の意見を大教室の場で披露してもらうこと

は、心理的圧迫からかなり難しくなることが予想さ

れる。教室内において教員が配慮すべき非対称的関

係は、教員と学生の間のものだけではない。結局、

少数派としての意見は、感想カードに「申し訳なさ

そうに」書かれることになる。次回の講義において

そのような意見を紹介しても、時間の経過もあって

反応は乏しい。 
 
2．ジレンマを楽しむ 
 憲法学は社会科学の一領域であり、突き詰めてい

けば最終的には価値判断を迫られる場合が多い。そ

の場合、「常識」や「既成価値」を疑い、その前提に

ある問題を冷静に分析する態度が必要となる。しか

しながら学生は、ネット上の情報を中心として、既

に一定の情報を収集しており、場合によっては、か

なり強固な主義・主張に囚われていることも少なく

ない。そのような主義・主張とは異なる見方を示す

と、感情的な怒りを見せる学生も時に見受けられる。

学生の「思い込み」をいかに解きほぐすか、という

ことも「日本国憲法」の課題の一つである。 
 そこで、上記のように同年代の様々な意見をでき

るだけ拾うことと併せて、「どぎつい」2 つの選択肢

を意図的に提示して選択を迫るというやり方も採っ

てきた。それは、「ジレンマ」の間で揺れ動いてもら

うということでもある。対立するA とB という立場

のどちらを採っても、大事な価値・利益が損なわれ

てしまう。そのような問題について考え、楽しんで

もらうことで、従来当然視してきた「常識」や「価

値観」が、少なくとも万能ではないことに気付いて

もらえれば大きな収穫である。実際、学生の表情の

変化や感想カードの反応を見ると、一定の効果はあ

りそうである。 
 これもやり方は単純である。まず、A とB の 2 つ

の立場が対立する事件①を説明する。そして、意見

や感想を述べてもらいながら、A とB の立場がある

ことを整理・提示する。その上で、同じ立場が対立

する事件②を紹介する。そうすると、学生の意見の

一貫性が崩れることがある。例えば、事件①ではA
の立場だったのに、事件②ではB の立場を取る学生

が現れるのである。そのこと自体をどう説明するか
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を問うと、言葉に詰まったり、あるいは「条件付け」

や「場合分け」によって立場の一貫性を維持しよう

とする学生が現れていく。 
 実際の事例としては、①「小人投げ」事件と②障

害者プロレスを扱っている。「小人投げ」とは、ヘル

メットやプロテクターを装着した小人症の者を、バ

ーやディスコの客が放り投げ、その飛距離を競うゲ

ームのことである。フランスの裁判例では、本人が

自分の意思で投げられていたとしても「人間の尊厳

に反する」として禁止が肯定された。学生は「当然

禁止されるべき」との立場と、「自己決定を尊重すべ

き」との立場に分かれる。次に、日本でも行われて

いる障害者プロレスの是非を問うと、立場を一環出

来ない者が現れる。その過程がマイクを通して全員

に示される。 
 学生が当然だと考えてきた価値観の相対性・可変

性・可謬性を自覚してもらうだけではなく、2 つの

対立する価値・利益をどのように調整・両立させて

いくのかという視点まで持ってもらえれば、単なる

知識の習得を超えた態度・能力の会得にもつながり

得ると考えている。とはいえ、当然限界もある。二

項対立に還元しにくい問題は扱い辛い。権利自由に

関する問題はやり易い場合が多いが、統治組織論に

ついては難しい場合が多い。このやり方自体、決し

て万能ではなく、効果的に使うことのできる問題領

域が限られているように思われる。 
 
3．「親しみやすさ」の演出 
 憲法学を含む法学一般に共通する問題であろうが、

講義の出発点が堅苦しい条文や判決文となるため、

初学者にとっての「とっつきにくさ」にどう配慮す

るかが課題の一つとなる。堅苦しい前提の話は条文

や判決文だけではない。歴史、思想、理論といった、

議論の前提枠組となる話をさらに続けなければなら

ない。講義の最初にこのような話を続けてしまうと、

途端に学生の多くは興味関心の扉を閉ざしてしまう。

その後に事例を紹介しても、もう扉は開かれない場

合が多い。そこで、親しみを持ち易く関心を少しで

も喚起できるよう、資料として様々な表現媒体を活

用することにした。 
 例えば、講義の骨格を示したレジュメの他に、新

聞記事や漫画を中心とした資料を配布し、さらに映

像資料を上映した。いずれも上記のようにマイクを

渡し、読みあげてもらった上で、感想や意見を述べ

てもらうきっかけとして利用した。特に漫画やアニ

メ作品のような、学生にとって親しみやすく、視覚

に訴える資料は受けも良かったように思われる。い

ずれも日頃からアンテナを張り、憲法学に関連する

と判断し、収集したものから選別した。また、志田

陽子編『映画で学ぶ憲法』（法律文化社、2014 年）

の執筆に参加させて頂いたことも大いに助けとなっ

た。 
 漫画利用の具体例として、プライバシーという言

葉が共に登場する 1964 年の水木しげる作品と、

1967 年のサザエさんの比較がある。前者ではコマ外

の注釈でわざわざプライバシーの語意が説明してあ

るのに対し、後者では特に説明なしでこの言葉がギ

ャグとして使用されている。従来日本人に馴染みの

なかったプライバシーという言葉が、1964 年の「宴

のあと」事件東京地裁判決を転換点として、現代日

本社会に普及・定着したことを読み取ってもらうこ

とが狙いである。「使える」作品を見つけることが大

変であるものの、漫画の活用は一定の効果があるよ

うに思われる。 
 また、映像資料の具体例として、宮崎駿監督の「も

ののけ姫」の一部を上映している。この作品には歴

史的に様々な差別を受けてきた人々が登場するが、

講義では特に「業病に苦しむ」という包帯を巻いた

病人たちに着目している。履修者の多くはこの作品

を既に観ている場合が多い。しかし、この病人たち

がハンセン病の患者であることを知っている人は少

ない。そのことを初めて知った時の学生の驚き様は

顕著である。ハンセン病の長い歴史と近年の日本に

おける出来事を検討するにあたり、この映像作品の

喚起力は非常に心強い助けとなっている（中島、

2013）。 
  とはいえ、限界もある。まず、資料の賞味期限

がある。世代によって漫画や映像作品の知名度は変



山形大学高等教育研究年報　第９号　2015年３月

－　　－19

 
 

化するため、将来もその作品を効果的に利用できる

とは限らない。次の世代の新入生の間でどんな作品

に人気があるのかアンテナを張り、その中から憲法

問題を見出すことができる作品を発見し続けること

は土台無理である。また、視覚的に刺激的な資料を

利用しても、その後に判決文や歴史を紹介しようと

すると一気に生気が失われる学生も少なくない。資

料の選別にばかり気を採られて、本論がおろそかに

なってしまっては本末転倒になりかねない。 
 
4．試験方法について 
 「日本国憲法」の試験となると、公民教育や受験

の影響もあってか、情報を丸暗記しなければならな

いと考える学生が非常に多い印象を受ける。実際、

講義で配布したレジュメの記載内容を、そのまま一

生懸命覚えようとする履修者が目立つ。しかし、単

なる知識の取得に留まらず、より長期的に役立ち得

る視点や思考態度を習得してもらうことも、本講義

が開講される意義の一つなのではないかと考えてき

た。この点に特に留意しながら講義を実施し、試験

方法についても修正を重ねてきた。現在の試験方法

は、性格の異なる 2 つの問題を併せて実施するとい

うものである。 
 まず問い①は、履修者にテーマを自由に設定して

もらい、自分の考えを 15 行以上論じてもらう論述

問題とした。次に問い②は、最低限押さえて欲しい

基本的知識だけでなく、立場の一貫性や具体的事例

への応用を問う選択問題とした。問い①に関しては、

結論それ自体は評価の対象とせず、15 行以上書けば

一定の点数を付け、論理展開や個性が特に優れた答

案には加点する旨予告した。問い②に関しては、丸

暗記を吐き出すだけの試験とならないよう、一定の

価値観や視点を前提とした場合に、どんな論理的帰

結がありうるかという点を問うことに重点を置いた。 
 問い①に関しては、教員が自らの無知や視野狭窄

を自覚させられるような素晴らしい文章を書いてく

る学生もいる。また、答案一杯に自分の切実な思い

や体験談を書き連ねてくる学生も少なくない。こち

らも精一杯、称賛・同意・反論・問題提起等のコメ

ントを返した。中には、マイノリティ（国籍、セク

シャリティ、宗教等）として生きる学生の悩みや不

安が吐露される場合もあり、思い付く限りのアドバ

イスや応援のコメントを加えた。点差は基本的に問

い②でつくことになるが、毎年 100 点を採る熱心な

者がおり驚かされる。掲示で所属のみを示して称賛

した。 
 なお、中間試験の場合は講義中ほぼ全員に答案を

返却することができる。しかし期末試験については、

授業期間終了後に研究室に答案を受け取りに来るご

く少数の者にしか返却することができないため、教

員のコメントやメッセージは結局届かないことが多

い。また、問い①は自由度が高いはずであるが、講

義やレジュメの内容を一字一句違えないような画一

的な内容の答案も目立つ。結局は、講義内容・方法

に問題があるということであろうか。 
 
5．今後の課題 
1）負担の大きさ 
 2014 年度の基盤教育において、私が担当した履修

者数は合計 508 名であった（前期「日本国憲法」は

305 名、後期「映画で考える憲法問題（教養セミナ

ー）」は 203 名）。当然のことながら、資料の印刷の

ために個人研究費から捻出される経済的負担（事務

方に依頼すればこの負担は無くなるが時間的リミッ

トがある）、数百名の学生を一度に相手にする精神

的・肉体的・時間的負担は決して小さくはない。上

記のランダムな質問や全答案にコメントを書くとい

う方針を採れば、負担は余計に大きくなる。無論、

負担を緩和する教育技術は既にあるのかもしれない。

しかし、年々多忙の度合いが増している中で、「持続

可能なFD」に参加する余力が残るのか心許ない。 
2）質の不安定性 
 「押さえるべき基本的知識」に関する時間を全く

省略するわけにはいかないため、テーマによっては

基本的知識を伝授する時間と、具体的事件を検討す

る部分の配分がかなり異なってしまう。結果として、

履修者の充実感が高い回と低い回の「落差」が生じ

る（当然、刺激的な具体的検討の多い回は反応が良
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く、「『神回』だった！」と言われたりする）。出席す

る回によって「当たり外れ」の大きい講義はでき得

る限り避けるべきであろう。とはいえ、学問の体系

性に配慮して最低限残している知識の伝授の部分を

これ以上削れば、単なる断片化・分散化した情報の

提示になりかねない。その意味で、学生の快楽と学

問の快楽の両立は非常に難しい。 
3）教育技術と勇気の欠如 
 圧倒的多数の学生が反発を覚える問題は、未だ扱

い辛い。多数派が反発するハードケースには、多数

派だからこそ考えるべき示唆が含まれている場合が

ある。しかし、コメントを求めても反発の声が多く、

多様な意見を引き出すことは難しい場合がある。実

際、授業で扱うことを止めた事例もある。残念なが

ら再度この問題を扱う勇気と技術を持ち合わせてい

ないのが現状である。このような問題は専門教育に

おいて発展的題材として扱うべき問題ということで

あろうか、あるいはベストティーチャー賞拝受の代

償として学問上扱うべき問題から逃避したというこ

とであろうか。 
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